
第１回袖ケ浦市市民後見人養成講座 募集要項 

 

成年後見制度は、認知症や知的障がい・精神障がいなど判断能力が十分でない方を保護・支援する制度

です。袖ケ浦市社会福祉協議会では、袖ケ浦市からの委託を受け、市民が地域で後見人として活動するこ

とができるよう後見業務に必要な知識を習得する講座を開講します。 

 

１ 内   容  後見事務を適正・円滑に処理するために必要な知識、技能を習得できるカリキュラ 

ムを編成しました。 

・基礎研修は、講義により後見人として必要な知識を習得する講座です。 

・実践研修では、演習や後見人同行実習を行い、実践的な経験を得る講座です。 

 

２ 応 募 資 格  次のすべての項目に該当する方 

 （１）袖ケ浦市内にお住まいの方 

         （２）年齢１８歳～７０歳未満の方（令和４年４月１日現在） 

（３）原則として全ての講座を受講できる見込みのある方 

（４）講座修了後、「市民後見そでがうら」に登録し、活動を希望する方 

 

３ 定   員   概ね１０～１５名 

４ 受講説明会  ・８月６日（土）長浦おかのうえ図書館視聴覚室又は８月１０日（水）袖ケ浦市社会 

 の 申 込 み    福祉センター大会議室で行う説明会に必ずご参加ください。 

（８月１日（月）申込み締め切り） 

 ・申込みは、電話又はファックス、E-mail（住所・氏名・生年月日・年齢・性別・電話 

番号を明記）で受付けます。 

 電 話：６３－３８９１（９時から１７時まで） 

 ＦＡＸ：６３－８７７７（２４時間受付） 

            E-mail：sodeshakyo-kouken@basil.ocn.ne.jp（２４時間受付） 

 ・受講説明会に参加された方に「市民後見人養成講座受講申込書類」を配布します。 

 （８月２４日（水）申込み締め切り） 

 

５ 選   考 （１）第一次選考（書類審査） 

 ・市民後見人養成講座受講申込書を提出していただき、書類選考を行います。 

 ◆申込締切り 令和４年８月２４日（水）１７時必着 

 ◆選 考 結 果 令和４年９月 １日（木）発送（予定） 

 （２）第二次選考（面接審査） 

 ・書類選考後、面接による選考を実施します。詳細は第一次選考を通過された方に 

通知します。 

 ◆面 接 日 時 令和４年９月７日（水）から９月８日（木）まで 

 面接は１人１５分程度を予定。 

 ◆選 考 結 果 令和４年９月１３日（火）発送（予定） 

  ※選考についての詳細は一切お答えできませんので御了承ください。 

 

６ 研   修 （１）対 象 者 第二次選考により選考された方 

 （２）受 講 料 無料（テキスト代は受講者負担 ４，４００円） 

 （３）研修会場 袖ケ浦市社会福祉センター 大会議室 

 （４）日  程 基礎研修 計７日間  実践研修 計４日間 



履修時間 ４５時間（基礎研修３１．２５時間・実践研修１３．７５時間） 

基礎研修 令和４年 

9 月 23 日（金・祝） 

10 月 8 日（土）、22日（土） 

11 月 3 日（木・祝）、12日（土） 

12 月 3 日（土） 

10～2月 指定日（生活支援員養成研修会） 

実践研修 

令和４年 12 月 10 日（土） 

令和５年 1 月 14 日（土） 

令和４年～５年 12～2月 随時２日（２回） 

 

講義時間 

講義

時間 

１限 休憩 ２限 休憩 ３限 休憩 ４限 

9:30～10:45 
15 分 

11:00～12:15 
60 分 

13：15～14：30 
15 分 

14：45～16：00 

75 分 75 分 75 分 75 分 

 

７ 修 了 証  講座の全課程（４５時間）を履修し、修了が認定された方には、袖ケ浦市社会福祉 

協議会長から「修了証」が交付されます。 

 

８ 受講後の活動 （１）「市民後見そでがうら」への参加 

          ＜「市民後見そでがうら」活動内容＞ 

           ①法人後見支援員としての活動 

袖ケ浦市社会福祉協議会が法人として後見人に就任している事案で、法人によ 

る後見活動の補助的な活動として、公的機関や金融機関での諸手続き、本人の 

状況の確認のための訪問、活動報告書等の作成などを行っていただきます。 

           ②成年後見制度の普及啓発活動 

各種団体等の研修等で「成年後見制度」や「後見等開始の申立手続き」等の説 

明員として、講師などを行っていただきます。 

           ③生活支援員としての活動 

袖ケ浦市社会福祉協議会では、日常生活を送る上で、十分な判断ができない方

や、体の自由がきかない方が地域で安心して生活できるように支援する「日常

生活自立支援事業」を千葉県社会福祉協議会からの委託を受けて行っています。

法人後見支援員同様に公的機関や金融機関での諸手続き、本人の状況の確認の

ための訪問などを行っていただきます。 

           ④その他知識向上のため勉強会等 

            事例検討会や講師を招いての勉強会を行い、受講後のフォローアップを行い 

ます。 

 

９ 申込・お問合せ先 

 社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会 権利擁護係 

         〒299-0256 袖ケ浦市飯富 1604 

 Tel ６３－３８９１ Fax ６３－８７７７ 


